
平成２６年度 「第１回山梨県男女共同参画審議会」議事録 

 

１ 日  時：平成２６年５月１４日（水）午後２時００分～ 

２ 審議会出席委員 

（審議会委員）松葉惇会長・牛奥久代会長代理・岡村美好委員・小川はるみ委員 

小田切陽一委員・川村克美委員・久保寺成典委員・髙橋好美委員 

新津なを志委員・樋口高子委員・堀内詠子委員・堀内寿人委員 

宮崎正成委員・山上真理委員 

１4名出席 

 （事務局等） 横内知事・堀内企画県民部長・横森企画県民部理事 

市川県民生活・男女共同参画課長・三井県民生活・男女参画課総括課長補佐 

古屋男女共同参画担当課長補佐・志村副主幹・木戸主査・山口主任 

 （進  行）  委嘱式：市川県民生活・男女共同参画課長 

第１回審議会：三井県民生活・男女参画課総括課長補佐  

 

３ 会議次第 

  【委嘱式】 

１  開会 

２  委嘱式 

（１）委嘱状の交付 

（２）知事挨拶 

（３）委員紹介 

（４）関係職員紹介 

３   閉会 

 【第１回審議会】 

１  開会 

２  会長の選任 

３  会長あいさつ 

４  議事 

（１）審議事項 

①会長の職務代理について 

②部会の設置及び部会委員の選出について 

（２）報告事項 

①第３次山梨県男女共同参画計画について 

②第３次山梨県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画について 

（３）その他 

５  閉会 

 



４ 概  要 

  ◇ 事務局から 

    本日の会議は、委員数１５名中１４名が出席しており、委員の２分の１以上の出席となっているこ

とから、山梨県男女共同参画推進条例第２２条第１０項の規定により、会議を開催する。 

◇ 会長の選任 

松葉惇委員を会長に選任。 

◇ 議事（条例第２２条第９項により、会長が議長） 

(1) 会長の職務代理について 

議  長  

 

 

委  員 

☛山梨県男女共同参画推進条例第２２条第８項に「会長に事故があるときは、あらかじめそ

の指名する委員が、職務を代理する。」と規定されているため、会長の職務代理として牛奥

委員を指名する。牛奥委員、了承いただけるか。 

☛了解した。 

(２) 部会の設置及び部会委員の選出について 

議  長 

 

 

 

委  員 

議  長 

事務局 

 

議  長 

委  員 

議  長 

☛山梨県男女共同参画推進条例第２３条第１項の規定に、部会を設置することができること

となっている。条例１５条第３項により、男女共同参画推進に関する施策等について、県民

又は事業者からの苦情があった場合の適切な処理のために調査審議の一部を行うための

もの。今期も設置することでよいか。 

☛異議なし。 

☛部会委員について、いかがするか。なければ、事務局に案があるか。 

☛前期に引き続いて、学識経験者と地域の代表から選出するということで、堀内委員、小田

切委員、小川委員を提案する。 

☛事務局の提案についていかがか。 

☛異議なし。 

☛それでは、事務局案のとおり３名を選出する。 

(３) 第３次山梨県男女共同参画計画について 

議  長 

事務局 

議  長 

☛「第３次山梨県男女共同参画計画」について事務局から説明願う。 

☛〈「第３次山梨県男女共同参画計画」について説明〉 

☛今後の審議会で活発なご意見をいただき、今後に活かしていきたいと考えている。そのた

めにも、新しく委員になられた方が多いので、当計画について各自で資料をご一読のうえ、

勉強してきていただきたい。 

(４) 第３次山梨県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画について 

議  長 

 

事務局 

 

議  長 

委  員 

☛「第３次山梨県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」につい

て事務局から説明願う。 

☛〈「第３次山梨県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画」につ

いて説明〉 

☛資料をご一読いただいて、今後の審議の参考にしていただきたい。質問はあるか。 

☛相談件数について資料に記載してあるが、相談者の年齢がわかるデータはあるのか。たと



 

事務局 

議  長 

議  長 

えばどの年代が多いなどのデータはあるか。 

☛年齢別のデータはない。今後検討し、情報を提供させていただきたい。 

☛その他、なにか意見はあるか。 

☛以上をもって、本日の議事をすべて終了する。議事進行への協力に謝礼。 

 


